
北区休日診療所 令和 6 年度年末年始診療日につきまして 

休日診療委員会 

 

当診療所は、日曜・祝日および大型連休・年末年始における急病対応に関する診療

を行っております。 

例年 12月 29 日～翌年 1 月 4日を年末年始診療日と定めておりますが、本年度にお

いては診療日前日土曜日１２月２８日を診療日として運営致します。なお、併設の北

区休日薬局においては通常通り、12 月 29 日～翌年 1 月 4 日が営業日のため、お薬の

処方は近隣の薬局をご利用くださいますようお願い申し上げます。 

処方以外の診療体制および受付時間等の運営は、通常の休日診療と変わりなく執り

行います。 

なお、１２月２８日（土）の診療は北区医師会が管理運営する事業のため、北区広

報誌には掲載されていないことを申し添えます。 

以上、宜しくお願い申し上げます。 

 


